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地方自治法概説〔第6版〕

本書は初版の刊行から 10年以上経ちました。この間，定期的に改訂をして，地方分権をは
じめとする目まぐるしい動きに的確に対応してきました。今や地方自治法学習の定番・ロン
グセラーであることは言うまでもありません（実際に私，別件でとある自治体の法制課を訪

問したときに見聞きしましたので間違いありません）。このことだけでも，本書をアピールするのに十
分ですが，実は本書の魅力はコラムにもあります。「全国学力テストは地方自治の原則に反する？」「民
主党政権時の『地域主権』という言葉はどこへ行った？」「『大阪都』構想は法的に可能？」「埋立地に
ある関空はどの市町村のもの？」「県境が決まっていない土地がある？」「ホームレスの住所はどこにあ
る？」「原発事故避難者の行政サービスはだれが提供する？」「市町村合併後の名称はどうやって決め
る？」「道州制の議論はどうなった？」「自治会・町内会の法的な位置づけは？」といった興味深い内容
が満載です（コラムのタイトルは私が脚色したもので，実際とは異なります）。ぜひこのようなコラム
も味わいながら，本書をご活用下さい。S
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各章冒頭には，その章で学ぶべきポイントが明示されており，復習などに便利です。

30　　第 1章　地方自治法序論

法人格を付与しているのである。地方公共団体は単に権利義務の帰属主体である
にとどまらず，統治団体であり，国と同様，行政主体と称されることもある。
　法人の設立には法律の根拠を要するので（民 33条），市町村が条例で，その区
域内に法人格を持った下部団体を設立することはできない。

　合併等に伴い，市町村名が変更し，従前の歴史的・文化的価値のある市町村名が消
滅してしまうことが少なくない。そして，住民が訴訟を提起して，市町村名の変更を
阻止しようとすることもあった。そのため，1967年に住居表示に関する法律が改正
され，街区方式によって住居を表示しようとする場合において，新たな町等の区域を
定めた場合には，当該町等の名称は，できる限り従来の名称に準拠すべきことが明記
され，さらに，同法 5条の 2において，町名等の変更について議会の議決を経ようと
するときは，あらかじめ，その案を公示しなければならないこととされ，公示された
案にかかる町等の区域内に住所を有する者で市町村の議会の議員および長の選挙権を
有するものは，その案に異議があるときは，市町村長に対し，公示の日から 30日を
経過する日までに，50人以上の連署をもって，理由を付して，その案に対する変更
の請求をすることができることされた。そして，市町村長は，当該期間が経過するま
での間は，住居表示の実施のための町等の区域の新設等の処分に関する議案を議会に
提出することができず，上記の変更の請求があったときは，市町村長は，直ちに当該
変更の請求の要旨を公表することを義務づけられ，また，当該変更の請求にかかる町
等の区域の新設等の処分に関する議案を議会に提出するときは，当該変更の請求書を
添えてしなければならないこととされた。市町村の議会は，当該変更の請求にかかる
町等の区域の新設等の処分に関する議案については，あらかじめ，公聴会を開き，当
該処分にかかる町等の区域内に住所を有する者から意見を聴いた後でなければ，当該
議案の議決をすることができない。
　なお，上記の改正がなされる前の住居表示に関する法律の下での町名変更の事案で
あるが，最判昭和 48・1・19民集 27巻 1号 1頁［百選 13］は，「町名は，住民の日
常生活にとって密接な関係をもつものであるけれども，元来，それは，単なる地域特
定のための名称であるにとどまり，個人が特定の町名を自己の居住地等の表示に用い
ることによる利益不利益は，通常，当該土地を含む区域に現に特定の名称が付されて
いることから生ずる事実上のものであるにすぎないのであつて，当該区域内の住民そ
の他同区域内の土地に関係を有する者であるからといつて，直ちに現在の町名をみだ
りに変更されないという利益が法的に保障されているものと解すべき根拠は存しない
し，もとより，これを他の特定の町名に変更すべきことを求める権利を有するもので
はない」とした。

Column　住居表示
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第 2章 普通地方公共団体
Point

1）地方自治法は，地方公共団体を普通地方公共団体と特別地方公共団
体に分類している。前者には都道府県と市町村がある。

2）憲法上の地方公共団体の意義について，最高裁は，単に法律で地方
公共団体として取り扱われているということだけでは足りず，事実上
住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み，共同体意識を持ってい
るという社会的基盤が存し，沿革的にみても，また現実の行政の上に
おいても，相当程度の自主立法権，自主行政権，自主財政権等地方自
治の基本的権能を付与された地域団体であることを必要とすると判示
している。

3）市町村は一般に憲法上の地方公共団体と解されているが，都道府県
については意見が分かれている。

4）道州制論は必ずしも一様でないが，近時の道州制論は，道・州を地
方公共団体として位置づけるのが一般的である。

5）2006 年に「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」
が制定された。同法施行令で北海道が道州制特別区域となる特定広域
団体として指定されている。

6）日本国憲法は，すべての住民は，少なくとも 1つの憲法上の地方公
共団体に属することを念頭に置いていると解される。

7）市と町村は，組織面において若干の相違があるし，市の組織も完全
に一律ではないが，その差は微小であり，基本的には一律の組織構造
になっている。

8）市制度の特例として，（政令）指定都市，中核市の制度がある。
9）市町村の合併の特例に関する法律においては，合併を促進するため
に，議会の議員の定数の上限に関する特例，職員の身分取扱いへの配
慮，地方税の不均一課税等が定められている。

10）市町村は条例で地域自治区を設置することができる。地域自治区
には地域協議会が置かれる。市町村は，条例で定める市町村の施策に
関する重要事項であって地域自治区の区域にかかるものを決定し，ま
たは変更しようとする場合においては，あらかじめ，地域協議会の意
見を聴かなければならない。

11）合併に際して，合併関係市町村の協議により，1または 2以上の
関係市町村の区域であった区域を単位として，5年以下の期間，特別
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